
皆さまのまちづくり活動を応援いたします。 

まちづくりパートナーシップ講座では、皆さまの学習会や集会に市の職員 

等が講師として出向き、市の事業や施策などについて説明をいたします。 

地域のまちづくり活動に、ぜひご活用ください！ 

  

坂井市 市民協働課 

Sakai City 
まちづくり 

  パートナーシップ講座 

令和８年度 



◆受講対象： 市内まち協や市内地区区長会、地域ボランティア等の各種      

       団体が主催（共催も可）して開催するもの  

       ※概ね10人以上で構成された団体とします。 

 

◆開催日時： 平日・土日を問わず午前10時から午後8時までの間 

       ※開催日時については事前に担当課と調整してください。 

        都合により開催日時等のご希望に添えない場合がありま    

        すので、ご了承ください。 

 

◆開講時間： １講座あたり概ね30分程度 ＋ 質疑応答 ≒ １時間程度 

 

◆会  場： 主催者（申込者）で手配をお願いします。 

       Zoomなどオンライン配信を希望する際には、機材の準備・     

       設営は、主催者側で行っていただきます。(オンライン配信   

       が可能な講座のみ) 

                                

◆費  用： 無料 ※教材費が必要な場合もあります。 

 

◆そ の 他： 個別相談や営利・宗教目的など、講座の趣旨に合わない場 

       合は、出前講座をお受けできない場合があります。 

       各講座の開催にあたり「手話通訳者・要約筆記者」の手配 

       が必要な時には市民協働課(0776-50-3017)までお知らせく    

              ださい。 

 

 

◎申し込みの前に必ずお読みください◎ 



ＳＴＥＰ．３／ 出前講座の準備（主催者様） 

  ④ 受講決定通知が届きましたら、会場の手配や周知等の準備を 

    進めてください。 

   ★まちづくりパートナーシップ講座 受講までの流れ★ 

ＳＴＥＰ．１／ 申込み 

  ① メニューから、希望の講座を選択してください。開催日時につい 

    て、担当課と事前に調整してください。 

    

  ※消防署・市社会福祉協議会・越前三国競艇企業団の講座につきまし  

   ては、それぞれの機関での申込手順にて手続きを行ってください。 

   詳細は、電話での日程調整時にご確認ください。 

 

  ② 講座申込書に必要事項を記入し、受講希望日の１か月前までに、 

    講座担当課（以下「担当課」）まで提出してください。 

 

   ※ お申込みの手続きは、コミュニティセンターにて行うことも可 

     能です。 

 

   ※ こちらからも申し込めます→ 

 

   ※ 申し込みから決定通知まで２週間程度かかります。周知や広報 

     の期間を考慮してお申し込みください。 

 ＳＴＥＰ．２／ 受講決定の通知 

  ③ 内容を確認後、担当課より受講決定通知が送付されます。 

※ 担当課から事前にお電話する場合があります。 

ＳＴＥＰ．４／ 出前講座の実施 

  ⑤ 担当課より職員等が講師としてお伺いいたします。 

    なお、当日の進行は、主催者側で行ってください。  



 １．これからのまちづくりについて  ・・・・・・・・・・・・・  １ 

 ２．認可地縁団体について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 ３．読み聞かせ動画「どっちがいい」 ・・・・・・・・・・・・・  １ 

 ４．男女共同参画かるた  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 ５．SDGｓすごろく    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 ６．男女共同参画防災レクリエーション  ・・・・・・・・・・・  ２ 

 ７．家庭・地域での災害への備え！  ・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 ８．避難所運営ゲーム（HUG）   ・・・・・・・・・・・・・・・    ３ 

 ９．ハザードマップと避難場所  ・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

１０．防災資機材と避難所体験  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

１１．交通安全教室  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

１２．ふるさと納税でまちづくり～寄附市民参画制度～  ・・・・・  ４ 

１３．SDGs～みんなが主役 未来の君が笑顔であるために～  ・・・   ５ 

１４．統計からみる、おもしろい坂井市  ・・・・・・・・・・・・  ５ 

１５．イータク(オンデマンド型交通)ってなに？ ・・・・・・・・・   ５ 

１６．ゲートキーパーってなに？  ・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

１７．目で見ることば「手話」を知ろう！  ・・・・・・・・・・・  ６ 

１８．フレイル予防を始めよう！  ・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

１９．介護予防教室でいつまでも元気に  ・・・・・・・・・・・・  ７ 

２０．認知症について学ぼう  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

２１．みんなではじめよう！健康さかい大作戦！ ・・・・・・・・・  ７ 

２２．健康に関する極意を学ぶ！今日から始める健康習慣 ・・・・・  ８ 

２３．消費者トラブル啓発講座（高齢者対象） ・・・・・・・・・・  ８ 

も く じ 



２４．消費者教育講座（子供対象） ・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

２５．市税講座～市税のあらまし～  ・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

２６．家計にも優しい⁉あなたの一歩が地球を救う！温暖化ストップ作戦 ９ 

２７．知らないと損する！ごみ分別とリサイクルのコツ！  ・・・・・ ９ 

２８．地域のニュースポーツ体験お助け隊！スポーツ推進委員 ・・・ １０ 

２９．誰でもできる健康体操  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

３０．学芸員が坂井市の魅力（おたから）をお伝えします！ ・・・・ １０ 

３１．地域の福祉講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

３２．住民ワークショップ（地域の課題解決講座） ・・・・・・・・ １１ 

３３．誰もが集える居場所をつくろう  ・・・・・・・・・・・・・ １１ 

３４．ボランティア活動をはじめてみませんか  ・・・・・・・・・ １２ 

３５．体験を通して「ふくし」を知ろう  ・・・・・・・・・・・・ １２ 

３６．赤い羽根共同募金ってなんだろう？  ・・・・・・・・・・・ １２ 

３７．権利擁護について考えよう  ・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

３８．社会福祉協議会ってな～に？  ・・・・・・・・・・・・・・ １３

３９．緊急事態発生！あなたは対処できる？  ・・・・・・・・・・ １３ 

４０．みんなで取り組む空き家の対策  ・・・・・・・・・・・・・ １４ 

４１．坂井市公式LINEを使ってみよう  ・・・・・・・・・・・・   １４ 

４２．【見学】公×民×学のまちづくり  ・・・・・・・・・・・・ １４ 

４３．【見学】公営競技の役割を学ぼう！  ・・・・・・・・・・・ １５ 

４４．【見学】消防署のヒミツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

４５．龍翔博物館で坂井市の歴史・文化を知っとこ！ ・・・・・・・ １５ 



１.これからのまちづくりについて 
 少子高齢化や価値観の多様化が進み、防災や環

境、地域福祉など様々な地域課題が山積していま

す。これからのまちづくりには、このような地域課

題について取り組んでいくことが重要となります。 

 どのように取り組んでいくのか、先進地の事例も

紹介しながら説明します。 

１ 

【担当課・連絡先】 市民協働課 電話50-3017 

２.認可地縁団体について 

３.読み聞かせ動画 「どっちがいい」 
【担当課・連絡先】 市民協働課 電話50-3017 

 区（自治会や町内会）が一定の条件のもとに法人

格を取得し、区で保有している不動産（土地・建

物）等を、区で不動産登記ができます。登記等を可

能にするための手続きについて説明します。 

【担当課・連絡先】 結婚応援課 電話50-3018 

 ２パターンの読み聞かせ動画を見ながら、どち 

らの家庭が良いのか、男女共同参画の視点に立ち、

考えてもらう内容です。  



２ 

４.男女共同参画かるた 

【担当課・連絡先】 結婚応援課 電話50-3018 

５.ＳＤＧｓすごろく 

 男女共同参画推進に関する内容のかるたを使用

し、ゲーム感覚で男女共同参画について理解を深

めてもらうことが出来ます。 
 

 ※貸し出し対応可 

【担当課・連絡先】 結婚応援課 電話50-3018 

６.男女共同参画防災レクリエーション 

 SDGｓをまだよく理解していない人も、すご

ろくゲームで遊びながら楽しくＳＤＧｓについ

て学べます。 

【担当課・連絡先】 結婚応援課 電話50-3018 

 男女共同参画視点の防災にまつわるクイズや

ミニゲームを実施します。 



３ 

７.家庭・地域での災害への備え！ 

 家庭・地域での取り組む防災活動や災害対策に

ついて学びます。また、自主防災組織等の「共

助」の重要性・必要性を伝えます。 

８.避難所運営ゲーム （ＨＵＧ） 

 小中学校を避難所として開設・運営することを

想定した避難所運営に必要な運営マニュアルやレ

イアウトについて学びます。 

【担当課・連絡先】 危機管理対策課 電話50-3525 

９.ハザードマップと避難場所 
 ハザードマップを活用し、災害リスクや避難場

所などについて学びます。 

 また、避難行動に必要な防災情報の取得方法に

ついて学びます。 

【担当課・連絡先】 危機管理対策課 電話50-3525 

【担当課・連絡先】 危機管理対策課 電話50-3525 



４ 

11.交通安全教室 

【担当課・連絡先】 危機管理対策課 電話50-3525 

10.防災資機材と避難所体験 
 指定避難所に備蓄されている防災資機材や非常食

について、種類や活用方法を学びます。 

 また、実際に防災資機材を活用して避難所体験を

行います。 

【担当課・連絡先】 危機管理対策課 電話50-3525 

12.ふるさと納税でまちづくり～寄附市民参画制度～ 

 幼児・児童を持つ保護者や高齢者等を対象に、交

通安全意識を高め、交通事故防止のポイントなどを

学ぶ交通安全教室を行います。 

 また、高齢ドライバー対象に、地元警察署による

運転診断、運転免許自主返納に関する相談を行うこ

ともできます。 

 ふるさと納税は、自治体への「寄附金」。坂井市

では市民が寄附金の使い道を提案できる「寄附市民

参画制度」に取り組んでいます。当制度を活用した

まちづくりの手法及び寄附金を地域活性化に活用し

ている市内事例を紹介します。 

【担当課・連絡先】 ふるさと納税推進室 電話50-3026 

※Webを活用したオンライン講座もできます 



５ 

13.ＳＤＧｓ～みんなが主役 

                        未来の君が笑顔であるために～ 

14.統計からみる、おもしろい坂井市 

 SDGsとは「2030年までの間に世界中の人 

たちが協力して解決したい目標」のことです。 

身近なところにSDGsに基づいた取り組みがあ 

り、一つ一つが笑顔ある未来に結びつきます。 

一緒に考えてみませんか。 

15.イータク(オンデマンド型交通)ってなに？ 

【担当課・連絡先】 企画政策課 電話50-3013 

 統計年報などのデータから、坂井市を分か

りやすく解説します。地域まちづくりのきっ

かけに！ 

【担当課・連絡先】 情報統計課 電話50-30２7 

 イータクとは、電話やスマートフォンアプリ等

で利用したい日時に予約して乗車する、乗合タク

シーです。 

 イータクの仕組みや予約の仕方についてわかり

やすく説明します。 

 ※アプリダウンロードの講習も可能です 

 ※Webを活用したオンライン講座もできます 

【担当課・連絡先】 公共交通対策課 電話50-3077 

※Webを活用したオンライン講座もできます 
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16.ゲートキーパーってなに？ 

17.目で見ることば「手話」を知ろう！ 

18.フレイル予防を始めよう！ 

 ゲートキーパーってなに？統計から坂井市の自殺

の状況を説明します。また、私たちが「ゲートキー

パー」としてできることを考えてみませんか？ 

 

※Webを活用したオンライン講座もできます 

【担当課・連絡先】 社会福祉課 電話50-3041 

 手話や聴覚障がいについて出前講座を行います。

内容についてはご相談ください！ 

 

※プロジェクターとスクリーンをご用意ください。 

【担当課・連絡先】 社会福祉課 電話50-3041 

 介護が必要になる前のフレイル(虚弱)期。 

聞いて納得！フレイル予防について学びま 

せんか？ 

 簡単なフレイルチェック(握力測定など)も 

行えます。 

（東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢 作図 

         フレイル予防ハンドブックより） 【担当課・連絡先】 高齢福祉課 電話50-3040 
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20.認知症について学ぼう 

21.みんなではじめよう！健康さかい大作戦！ 

 介護予防体操や口腔ケア、低栄養予防、認知症予防など介護

予防に関する講座を行います。 

 申し込みは、各地区の地域包括支援センターまで。 

※この講座の対象は、市内各種団体（自治会・民生委員・老人クラブ  

 等）が主催する高齢者向け行事のみとなります。 

【担当課・連絡先】 高齢福祉課 電話50-3040 

          各地域包括支援センター 

           三国 電話82-1616   丸岡 電話68-1130 

           春江 電話43-0227   坂井 電話67-5000 

19.介護予防教室でいつまでも元気に 

 

 認知症に関する知識を学び、認知症になって

も安心して暮らしていける地域を一緒に作って

いきましょう！ 

 ※原則90分 

【担当課・連絡先】 高齢福祉課 電話50-3040 

 坂井市がすすめる、「健康さかい大作戦」です。

みんなで健康について作戦会議をしませんか？運動

や食事に関する健康づくりを身につけましょう。 

※市内各種団体 年度内１回まで 

【担当課・連絡先】 健康増進課 電話50-3067 
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23.消費者トラブル啓発講座(高齢者対象) 

24.消費者教育講座(子供対象) 

 病気を予防し、健康寿命を延ばすために今日から 

できることを学びませんか。 
 

 内容例）健診・がん検診を受けよう、こころの健康、   

     歯と口の健康、女性の健康、たばこと生活習 

     慣病、アルコールとの良い関係 など 
 

 ※市内各種団体 年度内１回まで 

【担当課・連絡先】 健康増進課 電話50-3067 

22.健康に関する極意を学ぶ！ 

             今日から始める健康習慣 

 （寸劇・講話）訪問販売や電話勧誘など高齢者を

狙った悪質商法の被害について事例を紹介し、いざ

というときに自分の財産を守れるよう注意喚起しま

す。 
 

 ※平日9：00～17：00まで 

 ※寸劇は土日も可能な場合あり 

【担当課・連絡先】 市民生活課消費者センター 電話50-3029 

【担当課・連絡先】 市民生活課消費者センター 電話50-3029 

 （体験）ジュースの糖度調べやスナック菓子の油

分テストを通して、食品表示の見方を勉強し、商品

購入時に自分の希望にあった商品を選べるようにな

りましょう。 
 

 ※平日9：00～17：00まで 

 ※ジュースの糖度調べは土日も可能な場合あり 

 ※スナック菓子の油分テストは２５名まで 
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27.知らないと損する！ 

          ごみ分別とリサイクルのコツ！ 

25.市税講座～市税のあらまし～ 

 税について、理解と知識を深めていただくために

市税全般のお話をします。 

【担当課・連絡先】 税務課（課税グループ） 電話50-3023 

 地球温暖化の現状を知り、地球温暖化防止のために

できることを一緒に考えませんか。 

   ①市の気候変動の現状を知る 

   ②家庭の光熱費が下がる省エネ行動 

   ③食品ロスを減らす買い物と保存のコツ 

   ④地域でできる取り組みの紹介 

【担当課・連絡先】 環境推進課 電話50-3032 

 市のごみの現状や家庭ででるごみの減量方法、

リサイクルの方法などを紹介します。 

   ①市のごみの現状を知る 

   ②分別の「よくある間違い」クイズ 

   ③家庭でできるごみ減量の取り組み 

   ④リサイクル術の紹介 

【担当課・連絡先】 環境推進課 電話50-3032 

26.家計にも優しい⁉あなたの一歩が地球を救う！ 
    温暖化ストップ作戦！ 



１０ 

30.学芸員が坂井市の魅力（おたから）を 
     お伝えします！ 

29.誰でもできる健康体操 

28.地域のニュースポーツ体験お助け隊！ 
                                      スポーツ推進委員 

 地域のスポーツ推進と健康増進を図る坂井市スポー 

ツ推進委員が、スティックリングやワンバウンドふら 

ば～るバレーなど、勝敗にこだわらずレクリエーショ 

ンの一環として誰でも気軽に楽しくできる「ニュース 

ポーツ」をご紹介します！ 

 実際に体験して、心地よい汗を流してみませんか？ 

【担当課・連絡先】 生涯学習スポーツ課 電話50-3162 

 

 坂井市スポーツ推進委員会考案の体操を紹介・

指導します。ストレッチ中心の体操やリズム体操

もあり、座ったままでもできます。体操を通じて

健康増進に役立てましょう！ 

【担当課・連絡先】 生涯学習スポーツ課 電話50-3162 

【担当課・連絡先】 文化課 電話50-3164 

 市の学芸員が地域の歴史や文化財について出前講

座を行います。内容については、ご相談ください。 
 

※内容によっては準備に時間を要する場合がありま  

 すので、お時間に余裕をもってご相談ください。 
 

※Webを活用したオンライン講座もできます 
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31.地域の福祉講座 

32.住民ワークショップ（地域の課題解決講座） 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

          社会福祉課    電話50-3041 

33.誰もが集える居場所をつくろう 

 地域の課題には、少子高齢社会、認知症、地域の

福祉問題等、様々なふくしの問題が関係しているこ

とがあります。今、地域で課題となっている様々な

福祉問題についてお話します。 
 

※Webを活用したオンライン講座もできます 

 人口・世帯数や高齢化などの数字もご紹介しなが

ら、ワークショップ形式でみなさんが自分の住む地

域の現状や課題を知り、解決策を話し合う場づくり

を一緒に行います。 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

          社会福祉課    電話50-3041 

 近年、高齢者を中心としたふれあいサロンや子ど

も食堂など、様々な地域の居場所が住民のつながり

づくりや孤立防止、高齢者の介護予防等に一役買っ

ています。居場所づくりの活動について、居場所の

つくり方などをお話しします。 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

          高齢福祉課    電話50-3040 
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35.体験を通して「ふくし」を知ろう 

 地域では、定年退職後の地域デビューや自分のい

きがいのためなど、自分の人生を豊かにする一つと

してボランティア活動をしている方がいます。ボラ

ンティアの基礎知識や、坂井市ボランティア・市民

活動センターに登録し、地域で活躍しているボラン

ティア活動者の生の声を聞き、あなたもボランティ

アを始めてみませんか。 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

36.赤い羽根共同募金ってなんだろう？ 

34.ボランティア活動をはじめてみませんか 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

 高齢者疑似体験、アイマスク体験などの体験や、

自分が福祉課題に遭遇した際の対応策をゲームで学

ぶジレンマゲームなどを通して「ふくし」を体感し

てみませんか。 

 赤い羽根共同募金の歴史を紐解きながら、 

募金の仕組みや活用方法などを学びましょう！ 
 

※Webを活用したオンライン講座もできます 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 
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38.社会福祉協議会ってな～に？ 

39.緊急事態発生！あなたは対処できる？ 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

          高齢福祉課    電話50-3040 

 誰もが安心して暮らし続けていけるように、 

権利を守ることについて一緒に考えましょう。 

【担当課・連絡先】 市社会福祉協議会 電話68-5070 

37.権利擁護について考えよう 

 地域福祉ってなに？社会福祉協議会ってなにを

やっている施設なの？そんな疑問について、分か

りやすく説明します。 
 

※Webを活用したオンライン講座もできます 

 初期消火やAEDなどの救急処置の手法を身に付

け、緊急事態に備えましょう！ 

 講座の申し込みは、最寄りの消防署まで。 

【担当課・連絡先】 嶺北消防署   警備課 電話51-0911 

          嶺北丸岡消防署 警備課 電話66-0119 

          嶺北三国消防署 警備課 電話82-6119 
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41.坂井市公式LINEを使ってみよう 

42.   公×民×学のまちづくり 

40.みんなで取り組む空き家の対策 

【担当課・連絡先】 秘書広報課 電話50-3012 

 地域で増えつつある空き家のことを皆さんで考

えます。地域でできることや、普段から気を付け

ることなどの他、地域資源を活用した空き家の有

効活用など、地域課題の解決に向けた取り組みに

ついて一緒に学んでみませんか？ 

【担当課・連絡先】 空家対策室 電話50-3036 

※Webを活用したオンライン講座もできます 

 坂井市公式LINEを使ってみませんか？坂井市の

最新情報を受け取ることができます。 
 

 

 

※ご自身のスマートフォンをご持参ください 

※会場によっては、アプリダウンロード・アプリ使用時

のデータ通信料がかかる場合があります（利用者負担） 

 公×民×学のまちづくり拠点として、アー

バンデザインセンター坂井が始動しました！ 

 施設見学をしながら、従来の行政や市民に

よるまちづくりの枠組みを超えた、主体連携

による「新たなまちづくり」についてお話し

ます。 

【担当課・連絡先】 企画政策課 電話50-3013 
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45．  龍翔博物館で坂井市の歴史・文化を 

       知っとこ！ 

 公営競技が果たす役割と地域貢献について、

レース観戦や施設見学を行い、詳しくご紹介し

ます。 

 普段はなかなか見ることのできない消防署や

消防車両を見学できます。 

 見学の申し込みは、最寄りの消防署まで。 

44．   消防署のヒミツ 
【担当課・連絡先】 越前三国ボートレース企業団 庶務課 電話77-3131 

【担当課・連絡先】 嶺北消防署   警備課 電話51-0911 

          嶺北丸岡消防署 警備課 電話66-0119 

          嶺北三国消防署 警備課 電話82-6119 

43．   公営競技の役割を学ぼう！ 

 龍翔博物館の常設展示を案内しなが

ら、学芸員が坂井市の歴史・文化を紹介

します。 

【担当課・連絡先】 龍翔博物館 電話82-5666 



【お問い合わせ先】 

  坂井市 市民協働課 

  〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 

   電話：0776-50-3017  


